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専決条例制定・改廃の背景及び趣旨 
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民健康保険税条例の一部改正）・・・・・・・・１ 
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件   名  
亀山市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例  

市民文化部  

市 民 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）の一部が改正され、国民健

康保険税の軽減判定基準が引き上げられたことから、所要の改正を行ったも

のです。  

なお、この改正は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定に基づき、令和７年３月３１日付けで専決処分したものです。  

２ 改正内容  

国民健康保険税の軽減対象の拡大のため、被保険者均等割額及び世帯別平

等割額を減額する基準について次のとおり改正しました。 

 ＜第２６条関係＞  

（１）５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数

に乗ずる金額を３０万５千円（現行：２９万５千円）に引き上げました。 

（２）２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数

に乗ずる金額を５６万円（現行：５４万５千円）に引き上げました。 

 （例） 

 軽減判定所得の計算式 対象所得(※) 

改
正
前 

５割：４３万円＋２９万５千円×被保険者数 １３１万５千円以下 

２割：４３万円＋５４万５千円×被保険者数 ２０６万５千円以下 

改

正

後 

５割：４３万円＋３０万５千円×被保険者数 １３４万５千円以下 

２割：４３万円＋５６万円×被保険者数 ２１１万円以下 

※３人世帯の場合   

３ その他  

施行日は、令和７年４月１日とし、令和７年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用することとしました。  

 
 


